
１ヶ月の基本利用料金（３０日計算）

①　介護保険一部負担金

※上記料金には以下の加算が含まれます。介護職員処遇改善加算・特定処遇加算により、若干の誤差が生じる場合が有ります。

②　食費・居住費

※個室、二人部屋利用者は、別途特別室料が加算されます。（下記③参照下さい）
　（二人部屋利用者の居住費は、多床室扱いでの計算です。）

③　特別室料 （消費税込）

④　日常生活用品代 （身の回り品150円、教養娯楽費150円） 合計 (300円／1日、 ／１ヶ月）
   利用者様のご希望により選択の上、身の回り品（シャンプー、リンス、ティッシュペーパー、ウェットティッシュ、
　 ビニール袋、ボディソープ、石鹸、歯ブラシ、歯磨き粉、義歯洗浄剤、義歯入れ、髭剃り、シェービングクリーム、
　 ハンドソープ、化粧水、乳液）などのほか、教養娯楽費として、レクリエーション材料費（折り紙、粘土、画用紙、
 　色鉛筆、模造紙、風船等）など、施設で必要なものの費用としてお支払い頂きます。
※タオル・バスタオルは初回利用時に一組お渡ししております。

上記①＋②＋③＋④の合計です。

※生活保護受給者の方は一部の場合を除き、介護保険一部負担金・食費・居住費の支払いはありません。

（処遇改善加算及び特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算は、①+⑤より当該加算を除いた金額の3.9％、2.1％、0.8％が加算されますので、各
月・各人によって異なります。）

-

54,252円52,482円

178,542円176,802円

要介護度5

１ヶ月

36,252円

1ヶ月　30日で計算

33,702円

要介護度5

料金

34,482円

106,002円

11,310円377円

介護職員等ベースアップ等支援加算 7円～ 210円～

97,182円

105,192円103,092円

99,252円

個室

50,040円

第１段階

第2段階

第3段階　① 1,310円 39,300円

14,700円

14,700円11,700円

第3段階　① 
70,272円

第3段階　② 1,360円 40,800円 1,310円 39,300円

第3段階　②
多床室

100,992円

95,382円 97,152円
160,662円

141,102円

106,962円 108,702円
75,852円

102,762円
162,402円

多床室 95,562円

133,962円 137,592円
91,572円 93,642円

個室 155,262円 156,792円 158,892円

48,672円

要介護度3 要介護度4

50,742円

62,472円
101,562円
68,652円 72,342円 74,082円

64,542円 66,282円

二人部屋

1,540円 46,200円第4段階

1,320円
1,100円

第4段階
171,402円 172,932円個室

要介護度１ 要介護度2

個室

135,492円
89,952円

個室

　　　　　　　　　   要介護度
区分

多床室

多床室

1ヶ月 備考

39,600円
33,000円

175,032円

750円

30,672円

１ヵ月

28,092円 1,005円 30,192円

在宅復帰在宅療養支援加算Ⅰ

料金

1,021円

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）

1,090円 1,148円

650円

139,362円

9,000円

1日

介護老人保健施設　西寿

多床室

個室

967円

884円

29,052円

26,562円

１ヶ月１ヶ月

入所　利用料金表 （一般棟）

32,742円

(R4.11.1より)

要介護度3
１日１日

935円

１日
要介護度１　　　　要介護度

部屋 １ヶ月

11,100円

１日

19,500円

多床室

要介護度4
１日 １日１ヶ月

科学的介護支援体制加算Ⅰ

個室

42円
1,050円～35円～

1,064円 31,962円

1,207円

1,122円

要介護度2

23円 690円

300円

多床室

個室

第１段階

370円

370円

-

370円

1,668円

390円

60,852円

490円

490円

二人部屋利用時に加算。

第2段階
68,052円

11,100円

11,100円

３階、４階の個室を利用された場合に加算。

98,862円 100,392円
47,052円

102,492円 104,262円

１ヵ月

-
１日

19円～

１日

食費

１ヶ月

9,000円
１ヶ月

570円～36円

加算費目

25円夜勤職員配置体制加算

サービス提供体制強化加算Ⅰ

利用負担段階
１ヶ月

加算費目

居住費

１日

１日

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）

1,080円

1割負担



(一般棟/専門棟）

(専門棟の場合は④）
⑤　その他加算　　※備考の条件を満たす場合加算されます。

36円

入所前後訪問指導加算Ⅰ

経口維持加算（Ⅱ）

418円

3,780円

627円

-

かかりつけ医連携薬剤調整加算Ⅲ - 105円 （Ⅰ・Ⅱ）を算定し、６種類以上の薬剤が処方されており、退所時において内服薬の種類が
入所時に比べ１種類以上減少している場合。

-

251円 (Ⅰ)を算定しており薬剤情報を厚生労働省に提出、且つ活用している場合

在宅復帰・在宅療養支援機能加算

栄養マネジメント強化加算 12円 360円 低栄養状態でリスクの高い入所者に対しての食事管理の実施をした場合。

下記(Ⅱ)に加え入所時に退所後利用希望の居宅介護支援事業所と連携を図った場合。
また、新型コロナウイルス陽性で入院し、その病院から直接入所した場合、15日間にわた
り1日1回算定。

523円

実施数による

105円

960円

料金
１日 １ヵ月

32円

入所日から起算して3ヶ月間以内で集中的なリハビリを行った場合。

認知症と医師が判断した方に3ヶ月間以内で集中的なリハビリを行った場合。

入所日から起算して30日の期間で算定。

備考

実施数による

実施数による

医師の指示に基づき特定の療養食を提供した場合。1日３回を限度として算定。

入所者の処方方針を当施設の医師と、かかりつけ医が事前に合意し、その処方方針に
従って取り組みを実施した場合。

入所者全員対象。入所者の褥瘡発生を予防するため、定期的な評価・結果に基づき計画
的に管理しており、少なくとも３ヶ月に１回の評価の見直しを実施する場合。（LIFEの活用）

若年性認知症の方が入所された場合。

医師の指示に基づき経口維持計画を作成し、計画に従って栄養管理を行った場合。

退所後の主治医に対して、診療状況を示す文書を添えて紹介を行った場合。

医師の指示に基づき経口移行計画を作成し、栄養管理や支援を行った場合。

(R4.11.1より)

適正な職員配置及び在宅復帰の指標を満たした施設で算定。

退所後の居宅介護支援事業所に対して文書（診療状況）を添えて連携を図った場合。
また、新型コロナウイルス陽性で入院し、その病院から直接入所した場合、上記(Ⅰ)の後、
更に15日間にわたり1日1回算定。

418円

1,080円

105円 (Ⅰ)に加えその支援に歯科医師・衛生士・言語聴覚士が加わった場合。

入所の際に退所後生活を行う場所へ訪問し退所を目的とした計画を策定した場合。

115円

16円 （Ⅰ）の算定要件を満たしており、入所時に比べ排尿・排便の状態が少なくとも一方が改
善するとともに、いずれにも悪化がない場合。

21円 (Ⅰ.Ⅱ)の算定要件を満たしておりかつ、オムツありからなしへと改善している場
合。

900円

471円

ターミナルケア加算 -
(備考が分かりにくい場合、説明が欲しい場合は、事務員までお尋ねください）

-
入所者または家族の同意を得てターミナルケアを行った場合。死亡当日は1,725円、死亡
日の前日・前々日は857円、死亡日以前４日以上３０日以下は168円、31日以上45日以下
は84円がかかる。

- 11円 排泄障害等のため、排泄に介護を要する入所者に対し、多職種が協働して支援計画を作
成し軽減するよう支援する場合。（LIFEの活用）

褥瘡マネジメント加算(Ⅰ） - 4円

加算費目

若年性認知症入所者受入加算

経口移行加算 30円
経口維持加算（Ⅰ）

初期加算

251円認知症短期集中リハビリテーション実
施加算

療養食加算（１食につき算定）

かかりつけ医連携薬剤調整加算Ⅰ

短期集中リハビリテーション実施加算 251円

7円/食

-

126円

かかりつけ医連携薬剤調整加算Ⅱ -

-

-

入退所前連携加算Ⅰ

入退所前連携加算Ⅱ

退所時情報提供加算 -

-

所定疾患施設療養費(Ⅱ） 502円 実施数による
医師が感染症研修を受講しており、肺炎・尿路感染・帯状疱疹・蜂窩織炎の者に対し、検
査等を行った場合。（LIFEの活用）（１０日間限度）

排せつ支援加算（Ⅰ）

口腔衛生管理加算（Ⅱ） -

排せつ支援加算（Ⅱ） -

歯科衛生士が口腔ケアを月2回以上行う場合。また当該入所者の口腔ケアに関する具体
的指導・技術的助言を行う場合。（LIFEの活用）

排せつ支援加算（Ⅲ） -

再入所時栄養連携加算 - 418円 当施設の入所者が医療機関に入院し、入所時と再入所時の栄養管理が大きく異なり、施
設の管理栄養士と病院の管理栄養士が連携して栄養ケア計画を作成した場合。

外泊時加算 379円 実施数による

314円老人訪問看護指示加算 退所前に、施設の医師が老人訪問看護指示を行った場合。

地域連携診療計画情報提供加算 - 314円 地域連携診療計画を算定する病院から退院した際、計画に基づいた治療等を行った場
合。

-
外泊をした場合、外泊初日と最終日を除き、①に代わって算定。

褥瘡マネジメント加算（Ⅱ） - 14円 (Ⅰ）の算定要件を満たし、入所時評価の結果、褥瘡リスクがあるとされながらも褥瘡が発
生しなかった場合。

自立支援促進加算 - 314円 医師が自立支援の為に支援計画書を作成し、多職種でケアを実施した場合。

科学的介護推進体制加算（Ⅰ） - 42円 入所者・利用者ごとの心身の状況等に係る基本的な情報を厚生労働省に提供した場合。

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ計画書情報加算 - 35円 多職種が協働し、リハビリ計画書を作成、実施かつLIFEの活用をする場合。

1割負担



B　その他利用料 （消費税込）

※実費料金について

   理・美容代（1,500円・2,000円）、電話代、クリーニング利用料、外出泊時のオムツ代、手芸・工作物等の製作用品、

 　インフルエンザ接種料、証明書・診断書・情報開示における謄写などの費用。

   小旅行や観劇等にかかる費用、講師を招いて実施する特別な行事に参加を希望された場合の参加費。

 　特別な食事を希望される場合は、内容・料金ともに西福岡病院の人間ドック食事に準じます。

　 ご希望 の方は１週間前までにお申し込み下さい。

　 死亡時の整容（エンゼルケア）料金については、西福岡病院が設定する金額に準じます。

※請求書の郵送をご希望の場合は、郵送料として、切手代をご負担いただきます。

「国が定める利用者負担限度額段階」に該当する利用者等の負担額について

○利用者が「利用者負担」のどの段階に該当するかは市町村が決定します。

第１段階…世帯全員が市町村民税非課税の老齢福祉年金受給者、または生活保護受給者の方。

　　　　　　　　１日当りの食費が３００円、個室居住費が４９０円に減額されます。

第２段階…世帯全員が市町村民税非課税で、課税年金収入額・非課税年金収入額と合計所得年金額が

　　　　　　　　８０万円以下の方。１日当りの食費が３９０円、個室居住費が４９０円に減額されます。

第３段階①…世帯全員が市町村民税非課税で、課税年金収入額・非課税年金収入額と合計所得年金額が

　　　　　　　　８０万円～１２０万円の方。１日当りの食費が６５０円、個室居住費が１，３１０円に減額されます。

　

第３段階②…世帯全員が市町村民税非課税で、課税年金収入額・非課税年金収入額と合計所得年金額が

　　　　　　　　１２０万円以上の方。１日当りの食費が１,３６０円、個室居住費が１，３１０円に減額されます。

＊第１～３段階に該当されない方であっても、高齢者二人暮らし世帯などで、お一人が施設に入所し、その

　 利用料の費用負担によって、ご自宅での生活が困難になると市町村が認めた場合は、第３段階の利用

　 者負担限度額段階となることがあります。

＊その他、利用者負担額の詳細については、区や市町村の窓口でおたずね下さい。

(R4.11.1より)

特別室料を頂いている場合は無料になります。

１点につき日額５５円頂きます。55円

3,300円

1,650円

費目

110円

備考

レンタルテレビ

電化製品使用料

１ヶ月

料金

１日



１ヶ月の基本利用料金（３０日計算）

①　介護保険一部負担金

※上記料金には以下の加算が含まれます。介護職員処遇改善加算・特定処遇加算により、若干の誤差が生じる場合が有ります。

②　食費・居住費

※個室、二人部屋利用者は、別途特別室料が加算されます。（下記③参照下さい）
　（二人部屋利用者の居住費は、多床室扱いでの計算です。）

③　特別室料 （消費税込）

④　日常生活用品代 （身の回り品150円、教養娯楽費150円） 合計 (300円／1日、 ／１ヶ月）
   利用者様のご希望により選択の上、身の回り品（シャンプー、リンス、ティッシュペーパー、ウェットティッシュ、
　 ビニール袋、ボディソープ、石鹸、歯ブラシ、歯磨き粉、義歯洗浄剤、義歯入れ、髭剃り、シェービングクリーム、
　 ハンドソープ、化粧水、乳液）などのほか、教養娯楽費として、レクリエーション材料費（折り紙、粘土、画用紙、
 　色鉛筆、模造紙、風船等）など、施設で必要なものの費用としてお支払い頂きます。
※タオル・バスタオルは初回利用時に一組お渡ししております。

上記①＋②＋③＋④の合計です。

※生活保護受給者の方は一部の場合を除き、介護保険一部負担金・食費・居住費の支払いはありません。

１ヵ月

-
１日

38円～

１日

食費

１ヶ月

9,000円
１ヶ月

1,140円～71円

加算費目

50円夜勤職員配置体制加算

サービス提供体制強化加算Ⅰ

利用負担段階
１ヶ月

加算費目

居住費

１日

１日

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）

2,130円

300円

多床室

個室

第１段階

370円

370円

-

370円

1,668円

390円

89,904円

490円

490円

二人部屋利用時に加算。

第2段階
104,304円

11,100円

11,100円

３階、４階の個室を利用された場合に加算。

125,424円 128,454円
76,104円

132,654円 136,224円

11,100円

１日

19,500円

多床室

要介護度4
１日 １日１ヶ月

科学的介護支援体制加算Ⅰ

個室

84円
2,070円～69円～

2,128円 63,924円

2,414円

2,243円

要介護度2

46円 1,380円

介護老人保健施設　西寿

多床室

個室

1,934円

1,768円

58,104円

53,124円

１ヶ月１ヶ月

入所　利用料金表 （一般棟）

65,484円

(R4.11.1より)

要介護度3
１日１日

1,869円

１日
要介護度１　　　　要介護度

部屋 １ヶ月

2,180円 2,295円

205,194円
124,614円

160,524円 167,754円

1,500円

61,344円

１ヵ月

56,154円 2,009円 60,354円

在宅復帰在宅療養支援加算Ⅰ

料金

2,042円

122,244円 126,384円
個室 181,824円 184,854円 189,054円

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）

650円

171,324円

9,000円

1日

多床室

二人部屋

1,540円 46,200円第4段階

1,320円
1,100円

第4段階
197,964円 200,994円個室

要介護度１ 要介護度2

個室

163,554円
119,004円

個室

　　　　　　　　　   要介護度
区分

多床室

多床室

1ヶ月 備考

39,600円
33,000円

79,344円

要介護度3 要介護度4

83,484円

93,144円
128,124円
97,704円 105,084円 108,534円

97,284円 100,734円

135,444円

129,834円 133,404円
192,624円

174,774円

138,924円 142,374円
112,104円

139,014円
196,074円

390円～

127,854円

135,354円131,154円

131,994円

個室

50,040円

第１段階

第2段階

第3段階　① 1,310円 39,300円

14,700円

14,700円11,700円

第3段階　① 
100,944円

第3段階　② 1,360円 40,800円 1,310円 39,300円

第3段階　②
多床室

（処遇改善加算及び特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算は、①+⑤より当該加算を除いた金額の3.9％、2.1％、0.8％が加算されますので、各
月・各人によって異なります。）

-

90,504円86,934円

212,214円208,764円

要介護度5

１ヶ月

72,504円

1ヶ月　30日で計算

67,374円

要介護度5

料金

68,934円

139,674円

11,310円377円

介護職員等ベースアップ等支援加算 13円～

2割負担



(一般棟/専門棟）

(専門棟の場合は④）
⑤　その他加算　　※備考の条件を満たす場合加算されます。

褥瘡マネジメント加算（Ⅱ） - 27円 (Ⅰ）の算定要件を満たし、入所時評価の結果、褥瘡リスクがあるとされながらも褥瘡が発
生しなかった場合。

自立支援促進加算 - 627円 医師が自立支援の為に支援計画書を作成し、多職種でケアを実施した場合

科学的介護推進体制加算（Ⅰ） - 84円 入所者・利用者ごとの心身の状況等に係る基本的な情報を厚生労働省に提供した場合

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ計画書情報加算 - 69円 多職種が協働し、リハビリ計画書を作成、実施かつLIFEの活用

排せつ支援加算（Ⅲ） -

再入所時栄養連携加算 - 836円 当施設の入所者が医療機関に入院し、入所時と再入所時の栄養管理が大きく異なり、施
設の管理栄養士と病院の管理栄養士が連携して栄養ケア計画を作成した場合。

外泊時加算 757円 実施数による

627円老人訪問看護指示加算 退所前に、施設の医師が老人訪問看護指示を行った場合。

地域連携診療計画情報提供加算 - 627円 地域連携診療計画を算定している病院より退院した際、計画に基づいた治療等を行った
場合

-
外泊をした場合、外泊初日と最終日を除き、①に代わって算定。

所定疾患施設療養費(Ⅱ） 1,004円 実施数による
肺炎・尿路感染・帯状疱疹・蜂窩織炎の者に対し、検査等を行った場合。医師が感染症
研修を受講している。（LIFEの活用）（１０日間限度）

排せつ支援加算（Ⅰ）

口腔衛生管理加算（Ⅱ） -

排せつ支援加算（Ⅱ） -

歯科衛生士が口腔ケアを月2回以上行う。また当該入所者の口腔ケアに関する具体的指
導・技術的助言を行う。（LIFEの活用）

加算費目

若年性認知症入所者受入加算

経口移行加算 59円
経口維持加算（Ⅰ）

初期加算

502円認知症短期集中リハビリテーション実
施加算

療養食加算（１食につき算定）

かかりつけ医連携薬剤調整加算Ⅰ

短期集中リハビリテーション実施加算 502円

13円/食

-

251円

かかりつけ医連携薬剤調整加算Ⅱ -

-

-

入退所前連携加算Ⅰ

入退所前連携加算Ⅱ

退所時情報提供加算 -

-

1,770円

941円

ターミナルケア加算 -
(備考が分かりにくい場合、説明が欲しい場合は、事務員までお尋ねください）

-
入所者または家族の同意を得てターミナルケアを行った場合、死亡日については3449円
が、死亡日の前日・前々日は1714円が、死亡日以前４日以上３０日以下335円。31日以上
45日以下168円かかる。

- 21円 排泄障害等のため、排泄に介護を要する入所者に対し、多職種が協働して支援計画を作
成し軽減するよう支援する。（LIFEの活用）

褥瘡マネジメント加算(Ⅰ） - 7円

836円

2,130円

209円 (Ⅰ)に加えその支援に歯科医師・衛生士・言語聴覚士が加わった場合

入所の際に退所後生活を行う場所へ訪問し退所を目的とした計画を策定した場
合

230円

32円 （Ⅰ）の算定要件を満たしており、入所時に比べ排尿・排便の状態が少なくとも一方が改
善するとともに、いずれにも悪化がない場合。

42円 （Ⅰ.Ⅱ）の算定要件を満たしておりかつ、オムツありからなしへと改善している場
合
入所者全員対象。入所者の褥瘡発生を予防するため、定期的な評価、結果に基づき計
画的に管理する。少なくとも３ヶ月に１回の評価見直しを実施。（LIFEの活用）

若年性認知症の方が入所された場合。

医師の指示に基づき経口維持計画を作成し、計画に従って栄養管理を行った場
合。

退所後の主治医に対して、診療状況を示す文書を添えて紹介を行った場合。

医師の指示に基づき経口移行計画を作成し、栄養管理や支援を行った場合。

(R4.11.1より)

適正な職員配置及び在宅復帰の指標を満たした施設

退所後の居宅介護支援事業所に対して文書（診療状況）を添えて連携を図った場合。
また、新型コロナウイルス陽性で入院し、その病院から直接入所した場合、上記(Ⅰ)の後、
更に15日間にわたり1日1回算定。

1,045円

実施数による

209円

1,890円

料金
１日 １ヵ月

63円

入所日から起算して3ヶ月間以内で集中的なリハビリを行った場合。

認知症と医師が判断した方に3ヶ月間以内で集中的なリハビリを行った場合。

入所日から起算して30日の期間で算定。

備考

実施数による

実施数による

医師の指示に基づき、特定の療養食を提供した場合。　　　　1日３回限度

入所者の処方方針を当施設の医師と、かかりつけ医が事前に合意し、その処方方針に
従って取り組みを実施した場合。

71円

入所前後訪問指導加算Ⅰ

経口維持加算（Ⅱ）

836円

7,530円

1,254円

-

かかりつけ医連携薬剤調整加算Ⅲ - 209円 （Ⅰ・Ⅱ）を算定している。６種類以上の薬剤が処方されており、退所時において内服薬の
種類が入所時に比べ１種類以上減少していること。

-

502円 （Ⅰ）を算定しており薬剤情報を厚生労働省に提出且つ情報を活用している場合

在宅復帰・在宅療養支援機能加算

栄養マネジメント強化加算 23円 690円 低栄養状態でリスクの高い入所者に対しての食事管理の実施

下記(Ⅱ)に加え入所時に退所後利用希望の居宅介護支援事業所と連携を図った場合。
また、新型コロナウイルス陽性で入院し、その病院から直接入所した場合、15日間にわた
り1日1回算定。

2割負担



B　その他利用料 （消費税込）

※実費料金について

   理・美容代（1,500円・2,000円）、電話代、クリーニング利用料、外出泊時のオムツ代、手芸・工作物等の製作用品、

 　インフルエンザ接種料、証明書・診断書・情報開示における謄写などの費用。

   小旅行や観劇等にかかる費用、講師を招いて実施する特別な行事に参加を希望された場合の参加費。

 　特別な食事を希望される場合は、内容・料金ともに西福岡病院の人間ドック食事に準じます。

　 ご希望 の方は１週間前までにお申し込み下さい。

　 死亡時の整容（エンゼルケア）料金については、西福岡病院が設定する金額に準じます。

※請求書の郵送をご希望の場合は、郵送料として、切手代をご負担いただきます。

「国が定める利用者負担限度額段階」に該当する利用者等の負担額について

○利用者が「利用者負担」のどの段階に該当するかは市町村が決定します。

第１段階…世帯全員が市町村民税非課税の老齢福祉年金受給者、または生活保護受給者の方。

　　　　　　　　１日当りの食費が３００円、個室居住費が４９０円に減額されます。

第２段階…世帯全員が市町村民税非課税で、課税年金収入額・非課税年金収入額と合計所得年金額が

　　　　　　　　８０万円以下の方。１日当りの食費が３９０円、個室居住費が４９０円に減額されます。

第３段階①…世帯全員が市町村民税非課税で、課税年金収入額・非課税年金収入額と合計所得年金額が

　　　　　　　　８０万円～１２０万円の方。１日当りの食費が６５０円、個室居住費が１，３１０円に減額されます。

　

第３段階②…世帯全員が市町村民税非課税で、課税年金収入額・非課税年金収入額と合計所得年金額が

　　　　　　　　１２０万円以上の方。１日当りの食費が１,３６０円、個室居住費が１，３１０円に減額されます。

＊第１～３段階に該当されない方であっても、高齢者二人暮らし世帯などで、お一人が施設に入所し、その

　 利用料の費用負担によって、ご自宅での生活が困難になると市町村が認めた場合は、第３段階の利用

　 者負担限度額段階となることがあります。

＊その他、利用者負担額の詳細については、区や市町村の窓口でおたずね下さい。

55円

3,300円

1,650円

費目

110円

備考

レンタルテレビ

電化製品使用料

１ヶ月

料金

１日

特別室料を頂いている場合は無料になります。

１点につき日額５５円頂きます。

(R4.11.1より)



１ヶ月の基本利用料金（３０日計算）

①　介護保険一部負担金

※上記料金には以下の加算が含まれます。介護職員処遇改善加算・特定処遇加算により、若干の誤差が生じる場合が有ります。

②　食費・居住費

※個室、二人部屋利用者は、別途特別室料が加算されます。（下記③参照下さい）
　（二人部屋利用者の居住費は、多床室扱いでの計算です。）

③　特別室料 （消費税込）

④　日常生活用品代 （身の回り品150円、教養娯楽費150円） 合計 (300円／1日、 ／１ヶ月）
   利用者様のご希望により選択の上、身の回り品（シャンプー、リンス、ティッシュペーパー、ウェットティッシュ、
　 ビニール袋、ボディソープ、石鹸、歯ブラシ、歯磨き粉、義歯洗浄剤、義歯入れ、髭剃り、シェービングクリーム、
　 ハンドソープ、化粧水、乳液）などのほか、教養娯楽費として、レクリエーション材料費（折り紙、粘土、画用紙、
 　色鉛筆、模造紙、風船等）など、施設で必要なものの費用としてお支払い頂きます。
※タオル・バスタオルは初回利用時に一組お渡ししております。

上記①＋②＋③＋④の合計です。

※生活保護受給者の方は一部の場合を除き、介護保険一部負担金・食費・居住費の支払いはありません。

（処遇改善加算及び特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算は、①+⑤より当該加算を除いた金額の3.9％、2.1％、0.8％が加算されますので、各
月・各人によって異なります。）

-

126,756円121,416円

245,886円240,726円

要介護度5

１ヶ月

108,756円

1ヶ月　30日で計算

101,046円

要介護度5

料金

103,416円

173,346円

11,310円377円

介護職員等ベースアップ等支援加算 19円～ 570円～

158,526円

165,516円159,216円

164,736円

個室

50,040円

第１段階

第2段階

第3段階　① 1,310円 39,300円

14,700円

14,700円11,700円

第3段階　① 
131,616円

第3段階　② 1,360円 40,800円 1,310円 39,300円

第3段階　②
多床室

169,926円

164,316円 169,656円
224,586円

208,446円

170,886円 176,046円
148,356円

175,266円
229,746円

110,016円

要介護度3 要介護度4

116,226円

123,816円
154,686円
126,726円 137,826円 143,016円

130,026円 135,216円

多床室

二人部屋

1,540円 46,200円第4段階

1,320円
1,100円

第4段階
224,526円 229,056円個室

要介護度１ 要介護度2

個室

191,616円
148,026円

個室

　　　　　　　　　   要介護度
区分

多床室

多床室

1ヶ月 備考

39,600円
33,000円

235,356円
153,636円

187,086円 197,916円

2,250円

92,016円

１ヵ月

84,216円 3,013円 90,516円

在宅復帰在宅療養支援加算Ⅰ

料金

3,063円

152,916円 159,126円
個室 208,386円 212,916円 219,216円

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）

650円

203,286円

9,000円

1日

介護老人保健施設　西寿

多床室

個室

2,900円

2,652円

87,126円

79,686円

１ヶ月１ヶ月

入所　利用料金表 （一般棟）

98,226円

(R4.11.1より)

要介護度3
１日１日

2,803円

１日
要介護度１　　　　要介護度

部屋 １ヶ月

3,270円 3,443円

11,100円

１日

19,500円

多床室

要介護度4
１日 １日１ヶ月

科学的介護支援体制加算Ⅰ

個室

126円
3,120円～104円～

3,192円 95,886円

3,621円

3,364円

要介護度2

69円 2,070円

300円

多床室

個室

第１段階

370円

370円

-

370円

1,668円

390円

118,926円

490円

490円

二人部屋利用時に加算。

第2段階
140,556円

11,100円

11,100円

３階、４階の個室を利用された場合に加算。

151,986円 156,516円
105,126円

162,816円 168,186円

１ヵ月

-
１日

57円～

１日

食費

１ヶ月

9,000円
１ヶ月

1,710円～107円

加算費目

75円夜勤職員配置体制加算

サービス提供体制強化加算Ⅰ

利用負担段階
１ヶ月

加算費目

居住費

１日

１日

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）

3,210円

3割負担



(一般棟/専門棟）

(専門棟の場合は④）
⑤　その他加算　　※備考の条件を満たす場合加算されます。

107円

入所前後訪問指導加算Ⅰ

経口維持加算（Ⅱ）

1,254円

11,310円

1,881円

-

かかりつけ医連携薬剤調整加算Ⅲ - 314円 （Ⅰ・Ⅱ）を算定している。６種類以上の薬剤が処方されており、退所時において内服薬の
種類が入所時に比べ１種類以上減少していること。

-

753円 （Ⅰ）を算定しており薬剤情報を厚生労働省に提出且つ情報を活用している場合

在宅復帰・在宅療養支援機能加算

栄養マネジメント強化加算 35円 1,050円 低栄養状態でリスクの高い入所者に対しての食事管理の実施

下記(Ⅱ)に加え入所時に退所後利用希望の居宅介護支援事業所と連携を図った場合。
また、新型コロナウイルス陽性で入院し、その病院から直接入所した場合、15日間にわた
り1日1回算定。

1,568円

実施数による

314円

2,820円

料金
１日 １ヵ月

94円

入所日から起算して3ヶ月間以内で集中的なリハビリを行った場合。

認知症と医師が判断した方に3ヶ月間以内で集中的なリハビリを行った場合。

入所日から起算して30日の期間で算定。

備考

実施数による

実施数による

医師の指示に基づき、特定の療養食を提供した場合。　　　　1日３回限度

入所者の処方方針を当施設の医師と、かかりつけ医が事前に合意し、その処方方針に
従って取り組みを実施した場合。

入所者全員対象。入所者の褥瘡発生を予防するため、定期的な評価、結果に基づき計
画的に管理する。少なくとも３ヶ月に１回の評価見直しを実施。（LIFEの活用）

若年性認知症の方が入所された場合。

医師の指示に基づき経口維持計画を作成し、計画に従って栄養管理を行った場
合。

退所後の主治医に対して、診療状況を示す文書を添えて紹介を行った場合。

医師の指示に基づき経口移行計画を作成し、栄養管理や支援を行った場合。

(R4.11.1より)

適正な職員配置及び在宅復帰の指標を満たした施設

退所後の居宅介護支援事業所に対して文書（診療状況）を添えて連携を図った場合。
また、新型コロナウイルス陽性で入院し、その病院から直接入所した場合、上記(Ⅰ)の後、
更に15日間にわたり1日1回算定。

1,254円

3,210円

314円 (Ⅰ)に加えその支援に歯科医師・衛生士・言語聴覚士が加わった場合

入所の際に退所後生活を行う場所へ訪問し退所を目的とした計画を策定した場
合

345円

47円 （Ⅰ）の算定要件を満たしており、入所時に比べ排尿・排便の状態が少なくとも一方が改
善するとともに、いずれにも悪化がない場合。

63円 （Ⅰ.Ⅱ）の算定要件を満たしておりかつ、オムツありからなしへと改善している場
合

2,640円

1,411円

ターミナルケア加算 -
(備考が分かりにくい場合、説明が欲しい場合は、事務員までお尋ねください）

-
入所者または家族の同意を得てターミナルケアを行った場合、死亡日については5173円
が、死亡日の前日・前々日は2571円が、死亡日以前４日以上３０日以下502円。31日以上
45日以下251円かかる。

- 32円 排泄障害等のため、排泄に介護を要する入所者に対し、多職種が協働して支援計画を作
成し軽減するよう支援する。（LIFEの活用）

褥瘡マネジメント加算(Ⅰ） - 10円

加算費目

若年性認知症入所者受入加算

経口移行加算 88円
経口維持加算（Ⅰ）

初期加算

753円認知症短期集中リハビリテーション実
施加算

療養食加算（１食につき算定）

かかりつけ医連携薬剤調整加算Ⅰ

短期集中リハビリテーション実施加算 753円

19円/食

-

377円

かかりつけ医連携薬剤調整加算Ⅱ -

-

-

入退所前連携加算Ⅰ

入退所前連携加算Ⅱ

退所時情報提供加算 -

-

所定疾患施設療養費(Ⅱ） 1,505円 実施数による
肺炎・尿路感染・帯状疱疹・蜂窩織炎の者に対し、検査等を行った場合。医師が感染症
研修を受講している。（LIFEの活用）（１０日間限度）

排せつ支援加算（Ⅰ）

口腔衛生管理加算（Ⅱ） -

排せつ支援加算（Ⅱ） -

歯科衛生士が口腔ケアを月2回以上行う。また当該入所者の口腔ケアに関する具体的指
導・技術的助言を行う。（LIFEの活用）

排せつ支援加算（Ⅲ） -

再入所時栄養連携加算 - 1,254円 当施設の入所者が医療機関に入院し、入所時と再入所時の栄養管理が大きく異なり、施
設の管理栄養士と病院の管理栄養士が連携して栄養ケア計画を作成した場合。

外泊時加算 1,135円 実施数による

941円老人訪問看護指示加算 退所前に、施設の医師が老人訪問看護指示を行った場合。

地域連携診療計画情報提供加算 - 941円 地域連携診療計画を算定している病院より退院した際、計画に基づいた治療等を行った
場合

-
外泊をした場合、外泊初日と最終日を除き、①に代わって算定。

褥瘡マネジメント加算（Ⅱ） - 41円 (Ⅰ）の算定要件を満たし、入所時評価の結果、褥瘡リスクがあるとされながらも褥瘡が発
生しなかった場合。

自立支援促進加算 - 941円 医師が自立支援の為に支援計画書を作成し、多職種でケアを実施した場合

科学的介護推進体制加算（Ⅰ） - 126円 入所者・利用者ごとの心身の状況等に係る基本的な情報を厚生労働省に提供した場合

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ計画書情報加算 - 104円 多職種が協働し、リハビリ計画書を作成、実施かつLIFEの活用

3割負担



B　その他利用料 （消費税込）

※実費料金について

   理・美容代（1,500円・2,000円）、電話代、クリーニング利用料、外出泊時のオムツ代、手芸・工作物等の製作用品、

 　インフルエンザ接種料、証明書・診断書・情報開示における謄写などの費用。

   小旅行や観劇等にかかる費用、講師を招いて実施する特別な行事に参加を希望された場合の参加費。

 　特別な食事を希望される場合は、内容・料金ともに西福岡病院の人間ドック食事に準じます。

　 ご希望 の方は１週間前までにお申し込み下さい。

　 死亡時の整容（エンゼルケア）料金については、西福岡病院が設定する金額に準じます。

※請求書の郵送をご希望の場合は、郵送料として、切手代をご負担いただきます。

「国が定める利用者負担限度額段階」に該当する利用者等の負担額について

○利用者が「利用者負担」のどの段階に該当するかは市町村が決定します。

第１段階…世帯全員が市町村民税非課税の老齢福祉年金受給者、または生活保護受給者の方。

　　　　　　　　１日当りの食費が３００円、個室居住費が４９０円に減額されます。

第２段階…世帯全員が市町村民税非課税で、課税年金収入額・非課税年金収入額と合計所得年金額が

　　　　　　　　８０万円以下の方。１日当りの食費が３９０円、個室居住費が４９０円に減額されます。

第３段階①…世帯全員が市町村民税非課税で、課税年金収入額・非課税年金収入額と合計所得年金額が

　　　　　　　　８０万円～１２０万円の方。１日当りの食費が６５０円、個室居住費が１，３１０円に減額されます。

　

第３段階②…世帯全員が市町村民税非課税で、課税年金収入額・非課税年金収入額と合計所得年金額が

　　　　　　　　１２０万円以上の方。１日当りの食費が１,３６０円、個室居住費が１，３１０円に減額されます。

＊第１～３段階に該当されない方であっても、高齢者二人暮らし世帯などで、お一人が施設に入所し、その

　 利用料の費用負担によって、ご自宅での生活が困難になると市町村が認めた場合は、第３段階の利用

　 者負担限度額段階となることがあります。

＊その他、利用者負担額の詳細については、区や市町村の窓口でおたずね下さい。

(R4.11.1より)

特別室料を頂いている場合は無料になります。

１点につき日額５５円頂きます。55円

3,300円

1,650円

費目

110円

備考

レンタルテレビ

電化製品使用料

１ヶ月

料金

１日


